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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 5月 26日 (2006.5.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】 　 趣 向 分 野 ご と し た 会 員 の 端 末 機 器 に 特 定 の 情 報 を 配 信 す る こ と に よ
り 主 催 団 体 の 振 興 を 図 る 団 体 支 援 シ ス テ ム で あ っ て 、 選 択 し た 特 定 分 野 に 関 す る 属
性 デ ー タ を 登 録 す る と 共 に 、 会 員 特 典 を 受 け る の に 必 要 な 会 員 ポ イ ン ト を 管 理 す る デ ー タ
ベ ー ス （ １ ０ ） と 、 個 々 の 会 員 に 対 し 、 当 該 会 員 が 属 す る 前 記 趣 向 分 野 の 専 門 情 報 （ ２ １
） を デ ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） に 基 づ い て 配 信 す る 専 門 情 報 サ ー バ （ １ １ ） と 、 個 々 の 会 員 に
対 し 、 当 該 会 員 が 属 す る 前 記 趣 向 分 野 に 関 連 し た 商 品 ま た は サ ー ビ ス あ る い は 当 該 会 員 が
選 択 し た 前 記 特 定 分 野 に 関 連 し た 商 品 ま た は サ ー ビ ス に 関 す る 案 内 広 告 情 報 （ ２ ２ ） を デ
ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） に 基 づ い て 配 信 す る オ プ ト イ ン メ ー ル サ ー バ （ １ ２ ） 備 え 、 か つ
、 デ ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） は 、

会 員 ポ イ ン ト を 付 与 す る 機 能 を 有 し て い る こ と を 特 徴 と す る 団 体 支 援 シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】 　 デ ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） は 、 振 興 費 と し て 、 オ プ ト イ ン メ ー ル サ ー バ （ １ ２
） に メ ー ル 配 信 料 を 算 定

利 用 情 報 に 基 づ い て 主 催 団 体 へ の 配 分 額 を 算 定 す る 機 能 を 有 し て い
る 請 求 項 １ に 記 載 の 団 体 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】 　 趣 向 分 野 が ス ポ ー ツ 分 野 で あ り 、 主 催 団 体 が ス ポ ー ツ 団 体 で あ る 請 求 項 １
又 は ２ に 記 載 の 団 体 支 援 シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 は 、 会 員 が 属 す る 趣 向 分 野 の 専 門 情 報 を 広 告 情 報 と は 別 個 に 配 信 す る こ と に よ り

に 登 録
会 員 が

と を
オ プ ト イ ン メ ー ル サ ー バ （ １ ２ ） か ら の 案 内 広 告 情 報 （ ２ ２

） の 配 信 に よ っ て 会 員 ポ イ ン ト を 付 与 し 、 商 品 ま た は サ ー ビ ス 提 供 者 か ら 登 録 さ れ る 利 用
情 報 に 基 づ い て

よ る メ ー ル 配 信 に 応 じ て す る 機 能 、 お よ び 、 商 品 ま た は サ ー ビ ス
提 供 者 か ら 登 録 さ れ る



、 会 員 の 個 人 的 な 趣 味 や 嗜 好 を 満 足 さ せ 、 ま た 、 を 受 け る た め の 会 員 ポ イ ン ト を
付 与 す る 機 会 を 増 や す こ と に よ り 、 会 員 の 参 加 利 益 を 高 め 、 こ れ に よ り 、 オ プ ト イ ン メ ー
ル の 宣 伝 広 告 機 能 を 向 上 さ せ 、 か つ 、 購 買 意 欲 を 高 め る 様 に し た 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 す な わ ち 、 本 発 明 の 要 旨 は 、 趣 向 分 野 ご と し た 会 員 の 端 末 機 器 に 特 定 の 情 報 を 配
信 す る こ と に よ り 主 催 団 体 の 振 興 を 図 る 団 体 支 援 シ ス テ ム で あ っ て 、 選 択 し た 特 定
分 野 に 関 す る 属 性 デ ー タ を 登 録 す る と 共 に 、 会 員 特 典 を 受 け る の に 必 要 な 会 員 ポ イ ン ト を
管 理 す る デ ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） と 、 個 々 の 会 員 に 対 し 、 当 該 会 員 が 属 す る 前 記 趣 向 分 野 の
専 門 情 報 （ ２ １ ） を デ ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） に 基 づ い て 配 信 す る 専 門 情 報 サ ー バ （ １ １ ） と
、 個 々 の 会 員 に 対 し 、 当 該 会 員 が 属 す る 前 記 趣 向 分 野 に 関 連 し た 商 品 ま た は サ ー ビ ス あ る
い は 当 該 会 員 が 選 択 し た 前 記 特 定 分 野 に 関 連 し た 商 品 ま た は サ ー ビ ス に 関 す る 案 内 広 告 情
報 （ ２ ２ ） を デ ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） に 基 づ い て 配 信 す る オ プ ト イ ン メ ー ル サ ー バ （ １ ２ ）

備 え 、 か つ 、 デ ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） は 、

会 員 ポ イ ン ト を 付 与 す る 機 能 を 有 し て い る こ と を 特 徴 と す
る 団 体 支 援 シ ス テ ム に 存 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 会 員 ポ イ ン ト
を 付 与 し 、 ま た 、 後 述 す る 主 催 団 体 へ の 配 分 額 を 算 定 す る た め 、 デ ー タ ベ ー ス （ １ ０ ） は
、 会 員 が 割 引 情 報 （ ２ ３ ） に 基 づ い て 商 品 ま た は サ ー ビ ス の 割 引 提 供 を 受 け た 場 合 、 商 品
ま た は サ ー ビ ス 提 供 者 の Ｐ Ｏ Ｓ シ ス テ ム （ ４ ） 側 か ら 会 員 の 利 用 情 報 が 登 録 さ れ る 様 に 構
成 さ れ る 。 利 用 情 報 の 登 録 に お い て は 、 Ｐ Ｏ Ｓ シ ス テ ム （ ４ ） 側 に お い て 会 員 で あ る こ と
の 認 証 が 必 要 で あ る が 、 そ の 認 証 方 式 と し て は 、 割 引 情 報 （ ２ ３ ） と 共 に 会 員 へ 配 信 す る
割 引 ク ー ポ ン を Ｐ Ｏ Ｓ シ ス テ ム （ ４ ） に よ っ て 直 接 認 証 す る 方 式 、 ま た は 、 予 め 各 会 員 へ
発 行 す る 会 員 登 録 カ ー ド （ ３ ） を Ｐ Ｏ Ｓ シ ス テ ム （ ４ ） に よ っ て 認 証 す る 方 式 が 挙 げ ら れ
る 。
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会 員 特 典

に 登 録
会 員 が

と を オ プ ト イ ン メ ー ル サ ー バ （ １ ２ ） か ら の 案 内
広 告 情 報 （ ２ ２ ） の 配 信 に よ っ て 会 員 ポ イ ン ト を 付 与 し 、 商 品 ま た は サ ー ビ ス 提 供 者 か ら
登 録 さ れ る 利 用 情 報 に 基 づ い て

商 品 ま た は サ ー ビ ス 提 供 者 か ら の 利 用 情 報 に 基 づ き 、
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